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シンジケート・ローン契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、新規出店に伴う設備資金調達等の機動性及び安定性の確保を目的として、下記のとおり金融機関

との間でシンジケート・ローン（コミットメント期間付タームローン）契約を締結いたしましたので、お知

らせ申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１．シンジケート・ローン契約の概要 

  （トランシェＡ） （トランシェＢ） （トランシェ C） 

① 組成金額 総額 75億円 

45億円 

 

15億円 

 

15億円 

② 契約締結日 2018年３月 28日   

③ 形  式 コミットメント期間付タームローン 

④ コミットメント期間 
― 

2018年７月２日から 

2019年３月 29日まで 

2019年４月１日から 

2020年３月 31日まで 

⑤ 契約期間 2018年７月２日から 

2024年３月 29日まで 

2018年７月２日から 

2025年３月 31日まで 

2019年４月１日から 

2026年３月 31日まで 

⑥ アレンジャー 株式会社 みずほ銀行   

⑦ コ・アレンジャー 株式会社 東邦銀行、株式会社 大東銀行 

⑧ エージェント 株式会社 みずほ銀行   

⑨ 参加金融機関 株式会社 みずほ銀行 

株式会社 東邦銀行 

みずほ信託銀行 株式会社 

株式会社 大東銀行 

株式会社 七十七銀行 

株式会社 横浜銀行 

株式会社 福島銀行 

株式会社 第四銀行 

株式会社 みずほ銀行 

株式会社 東邦銀行 

株式会社 大東銀行 

株式会社 七十七銀行 

みずほ信託銀行 株式会社 

株式会社 福島銀行 

株式会社 第四銀行 

株式会社 みずほ銀行 

株式会社 東邦銀行 

株式会社 大東銀行 

株式会社 七十七銀行 

みずほ信託銀行 株式会社 

株式会社 福島銀行 

株式会社 第四銀行 

 

 

２．目  的 

資金使途につきましては、新規出店資金及び店舗改装資金に充当いたします。複数の金融機関が協調

融資団を組成するシンジケート・ローンを利用しコミットメント期間を付与することによって、期間内

いつでも資金需要に応じて借入を実行することが可能であり、借入条件及び借入窓口を一本化すること

によって機動性及び安定性を確保することが可能となることから、今回の契約締結に至りました。 

 

 

 

以  上 


